
(1)提出時期と提出物について

➢ 提出期限 事業完了後30日または、令和8年4月20日までのいずれか早い方

➢ 提出方法 一部を除き、郵送もしくは持参

➢ 提出書類等 ①様式第３号「助成事業実績報告書」
②様式第３号-別紙1「実績報告書（事業報告）」
③様式第３号-別紙2「実績報告書（収支決算）」
④団体の収支決算(見込)書 ※原本証明が必要です
⑤領収書の写し
⑥事業での作成物や事業の様子を写した写真2・3枚
（データでの提出可）

※人づくり事業実施団体で、備品を購入した場合
⑦様式第３号-別紙3「実績報告書（備品管理状況）」



(2)提出書類（様式）について

①様式第３号-別紙1「実績報告書（事業報告）」

➢ 「事業の内容」は、申請時と同じですか？
（変更がある場合は、変更する前に必ず基金事務局
へご相談ください）

➢ 複数回にわたって開催される事業等の場合は、
開催日別に事業の内容や参加者数がわかるよ
う、記載してください。
(別途作成した資料でも可)

➢ 事業の決算額は、(様式第3号-別紙2)の支出
の部の合計額を記載してください。

➢ （消費税納税義務団体のみ）消費税仕入控除
税額を減額して報告するか、税額確定後別途
報告するかを選択してください。



②様式第３号-別紙2「実績報告書（収支決算）」

➢ 「予算額」には、申請書と同額を記載してく
ださい。

➢ 「決算額」には、経費項目ごとの領収書の
合計額と同額を記載してください。

➢ 申請時の予算額と決算額に大きな乖離はあり
ませんか？
（資金計画に変更がある場合は、必ず事前に基金
事務局に相談ください。必要な手続き無しに支出
された予算外の経費は助成対象経費と見なすこと
ができない場合があります）

➢ 内訳には、収入・支出の詳細がわかるよう
 記入してください。
（例）参加費

@500円×10名×6回＝30,000円



(３)添付資料について

①団体の収支決算(見込)書

➢ 団体の「決算書」を１部提出してください。

➢ 報告書の提出期限までに団体の決算書の提出が困難な場合は、「決算見込書」を１部提出して

ください。

➢ 団体の総会時期や事務処理が間に合わない等の理由による「決算書」または「決算見込書」の

未提出は一切認められません。

➢ 「決算書」・「決算見込書」いずれも下記の例にならって、原本証明を必ず記入してください。

本書は原本と相違ないことを証明する。

令和８年●月●●日

さが○○○○○会
会長 ●●●● ㊞



②領収書の写し

➢ 支出した全ての領収書の写しを提出してください。

➢ 領収書は、購入物等支出の目的、内容がわかるよう明細が記載されたものを提出してください。

➢ 対象経費として認められるのは、外部への支払いのみです。

団体が発行する領収書、団体の役職員が発行する領収書等は対象経費として認められませんので

ご注意ください。

➢ 領収書のコピーは経費区分ごとに分けて提出してください。

➢ 領収書が無いものは対象経費として認められません。（対象経費から除いて助成金を確定します）

➢ 対象期間外に支払われたものは対象経費として認められません。

ただし、「人づくり事業」における人件費のうち、社会保険料等、翌月払いが通例となっている

ものに関しては、令和8年3月末時点で「未払金」として計上されていることを条件に経費の対象

とします。



③事業での作成物や事業の様子を写した写真2・3枚

➢ チラシ、ポスター、研修資料等作成した場合は、全て原本を１部ずつ提出してください。

➢ 事業の様子が分かる写真を2・3点提出してください。

➢ （「人づくり事業」のみ）備品を購入された場合は、購入した備品を使用している様子等を写し

た写真を別途2・3点提出してください。

➢ 写真の提出は、データやプリントアウトしたもので構いません。（データはメール送信可）

➢ 提出された写真は、基金のホームページや広報用資料等に掲載させていただく場合がありますの

で、予めご了承ください。

（参加者の関係で広報用に使用が難しい場合はその旨お知らせください）



(４)（消費税納税義務団体のみ）消費税等に係る仕入控除税額報告書の提出について
※消費税納税義務団体で、実績報告書提出時に、消費税仕入控除税額確定後、報告するとされていた団体に限ります

➢ 提出期限 当該事業に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定
した時点で速やかに(1か月以内を目途に）

➢ 提出方法 メールで提出可

➢ 提出書類等 ①様式第５号「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」
                        ②確定申告書の写しや課税売上割合等が把握できる資料、

 特定収入の割合を確認できる資料

➢ 留意事項 ①「簡易課税制度を適用していること」、「消費税法別表第三に
掲げる法人で特定収入割合が5%を超える」等により、仕入控除
税額が0円となる場合も提出が必要です

②報告いただいた当該消費税等仕入控除税額については後日返納
していただくこととなりますので、予めご了承ください。
返納については、別途通知します。



公益財団法人 佐賀県地域福祉振興基金 業務課

〒840-0815 佐賀市天神1丁目4番15号
 佐賀県社会福祉会館「Fukku/ふっく」

 社会福祉法人 佐賀県社会福祉協議会 まちづくり課内

【TEL】0952-23-2145 【FAX】0952-25-2980

【E-mail】chiiki@sagaken-shakyo.or.jp

専用電話回線ではないので、お電話では、「佐賀県社会福祉
協議会です」と言います。そのため、お手数ですが、まず最初に
「基金の件で」とお伝えください。担当課に代わります。
メールは、担当課で確認していますので、大丈夫です。
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